
 
 

介護予防支援及び第 1号介護予防支援事業委託契約書 新旧対照（令和 8 年 6 月 1 日～） 
新 旧 

介護予防支援及び第 1号介護予防支援事業委託契約書 

 

第１条～第４条 （略） 

 

第２章 委託料 

（委託料の額） 

第５条 

１～７ （略） 

８ 前項までの支払いに応じて、介護職員等処遇改善加算として別表に定

める額（消費税及び地方消費税を含む）を加算して支払う。 

 

９  第６項の初回加算及び第７項の委託連携加算の支払いは、特段の事情

のない限りは第５項の基本単価の支払を行う場合にのみ支払うものと

する。 

 

第６条～ （略） 

 

 

 

 

 

 

介護予防支援及び第 1号介護予防支援事業委託契約書 

 

第１条～第４条 （略） 

 

第２章 委託料 

（委託料の額） 

第５条 

１～７ （略） 

８  第６項の初回加算及び第７項の委託連携加算の支払い

は、特段の事情のない限りは第５項の基本単価の支払を

行う場合にのみ支払うものとする。 

 

 

 

 

第６条～ （略） 

 

 

 

 

 

 



 
 

別表  

【介護予防支援】 

区分 委託料（月額）  

介護予防支援費 3,926 円  

初回加算 2,738 円  

委託連携加算 2,983 円  

介護職員等処遇改善加算   
（参考） 

委託料(月額)/件 

介護予防支援費のみ算定した場合 79 円 4,005 円 

初回加算を算定した場合 141 円 6,805 円 

委託連携加算を算定した場合 141 円 7,050 円 

初回加算及び委託連携加算を算定した場合  195 円 9,842 円 

 

【第 1号介護予防支援事業】 

区分 委託料（月額）  

第 1 号介護予防支援事業費 3,926 円  

初回加算 2,738 円  

委託連携加算 2,983 円  

介護職員等処遇改善加算   
（参考） 

委託料(月額)/件 

介護予防支援費のみ算定した場合 79 円 4,005 円 

初回加算を算定した場合 141 円 6,805 円 

委託連携加算を算定した場合 141 円 7,050 円 

初回加算及び委託連携加算を算定した場合 195 円 9,842 円 
 

別表  

【介護予防支援】 

区  分 委託料（月額） 

介護予防支援費 3,926 円 

初回加算 2,738 円 

委託連携加算 2,983 円 

 

 

 

 

 

 

【第 1号介護予防支援事業】 

区  分 委託料（月額） 

第 1号介護予防支援事業費 3,926 円 

初回加算 2,738 円 

委託連携加算 2,983 円 
 


